
単位：円 
 

令和７年度新庄市保育料徴収基準額表 

 

（課税状況については、８月までは前年度分、９月からは現年度分で判定） 

各月初日の入所児童の 保育料月額 

属する世帯の階層区分 （同時入所の場合の２人目の金額） 

階層 

区分 
階層区分定義 

３歳未満児 ３歳以上児 

（０～２歳児クラス） （年少～年長クラス） 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

Ａ 
生活保護法による被保護世帯 

（単給世帯を含む） 
0 0 0 0 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 

Ｃ 市町村民税額均等割のみ世帯 0 0 0 0 

Ｄ 

市
町
村
民
税
額
所
得
割
課
税
世
帯 

48, 600 円未満  0 0 0 0 

Ｅ 
48, 600 円以上 

0 0 0 0 
57, 700 円未満 

Ｆ 
57, 700 円以上 

0 0 0 0 
72, 800 円未満 

Ｇ 
72, 800 円以上 

0 0 0 0 
77, 101 円未満 

Ｈ 
77, 101 円以上 

0 0 0 0 
97, 000 円未満 

Ｉ 
 97, 000 円以上 13,250 円 13,000 円 

0 0 
133, 000 円未満 (6,620 円) (6,500 円) 

Ｊ 
133, 000 円以上 19,100 円 18,750 円 

0 0 
169, 000 円未満 (9,550 円) (9,370 円) 

Ｋ 
169, 000 円以上 47, 600 円 46, 700 円 

0 0 
235, 000 円未満 (23,800 円) (23,350 円) 

Ｌ 
235, 000 円以上 55, 700 円 54, 700 円 

0 0 
301, 000 円未満 (27,850 円) (27,350 円) 

Ｍ 
301, 000 円以上 61,200 円 60,100 円 

0 0 
349, 000 円未満 (30,600 円) (30,050 円) 

Ｎ 349, 000 円以上 
62 ,200 円 61,100 円 

0 0 
(31,100 円) (30,550 円) 

【多子世帯への支援について】 

保護者が養育している子の出生順により第 2 子半額、第３子以降は無料としています。 

  

 

 

 

 

子どもの定義 

保護者等により監護されている者のうち 22歳以下の子どもから順に第 1 子、第 2 子とカウントします。 



保育料を決定する際の市民税所得割額は、以下の通知書で目安の額を確認することがで

きます。 

お子さんの父母の市民税所得割額の合算により区分を判定します。※父母の収入等の状

況により、同居の祖父母等も合算する場合があります。 

保育料徴収額の確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会社員等（市民税が給与天引きの方） 

 通知名：「給与取得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定・変更通知書」 

 通知は、勤務先から配布されます。配布時期は、勤務先にご確認ください。課税する市町村によって様式 

が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自営業者等（市民税を個人納付している方） 

 通知名：「令和●年度 市民税・県民税・森林環境税 課税明細書」 

 通知は、1 月 1 日現在の住所地から送付されています。送付時期は該当住所地にご確認ください。課税す 

る市町村により通知名や様式は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄市の帳票サンプルです 

・住宅借入金等特別控除額 

・寄附金税額控除額 

※「住宅借入金等特別控除額」、「寄附金税額控除額」と「市民税所得割額⑥」を合計した額が目安です。 

  配当控除等は適用に記載されないため、市で確認いたします。 

新庄市の帳票サンプルです 

※「配当控除」 

「住宅借入金等特別控除」 

「寄附金税額控除」と 

「所得割」を合計した額が目安です。 


